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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサにより実行されたときに、前記プロセッサに、
　患者の医療画像にアクセスする間の、ユーザインタフェースに対するユーザの行動を監
視して、前記行動に応じて現在の診断コンテキストを決定するステップであって、前記監
視が、前記行動に応じて前記プロセッサにより実行される個々のタスクの識別を含み、前
記決定は、識別された前記タスク及び前記医療画像に少なくとも基づいて前記現在の診断
コンテキストを決定することを含み、個々の診断コンテキストは、当該診断コンテキスト
に関連付けられる特定の１又は複数のパラメータを有する、ステップを実行させ、
　前記決定された診断コンテキストに関連付けられる前記１又は複数のパラメータに従っ
て前記医療画像から及び／又は前記医療画像の関連情報から取得されるデータを、関連デ
ータとして抽出させ、
　前記関連データを１つ以上のそれぞれの所定の骨格に挿入することにより、前記関連デ
ータを１つ以上の構造化された文章へと変換させ、
　前記１つ以上の構造化された文章のうちの少なくとも１つを診断レポートへと挿入する
選択肢をユーザに提供させ、
　前記ユーザが前記少なくとも１つの構造化された文章を挿入することを選択した場合、
前記構造化された文章を含むように前記診断レポートを修正させる
プログラムを含む、持続型コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項２】
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　前記プログラムは、前記プロセッサに、前記複数の構造化された文章のそれぞれをメモ
リに保存させ、前記行動が監視された時間とは異なる時間においてユーザが前記複数の構
造化された文章を取得することを可能とさせる、請求項１に記載の媒体。
【請求項３】
　前記プログラムは、前記プロセッサに、意味論的なオントロジーマッチングを用いて前
記関連データを前記所定の骨格へ挿入し、前記関連データを前記１つ以上の構造化された
文章に変換させる、請求項１に記載の媒体。
【請求項４】
　前記プログラムは、前記プロセッサに、所定の語彙を用いて前記関連データを前記所定
の骨格へ挿入し、前記関連データを前記１つ以上の構造化された文章に変換させる、請求
項１に記載の媒体。
【請求項５】
　前記プログラムは、前記プロセッサに、前記医療画像の１つ以上において対象領域をユ
ーザが示すことを可能とすることにより前記関連データを決定させる、請求項１に記載の
媒体。
【請求項６】
　前記プログラムは、前記プロセッサに、前記医療画像の１つ以上をユーザが選択するこ
とを可能とすることにより前記コンテキストを決定させる、請求項１に記載の媒体。
【請求項７】
　前記プログラムは、前記プロセッサに、音声認識を用いて、前記１つ以上の構造化され
た文章を診断レポートへと挿入する選択肢をユーザが示すことを可能とさせる、請求項１
に記載の媒体。
【請求項８】
　前記プログラムは、前記プロセッサに、前記構造化された文章の生成から所定の時間の
後に前記１つ以上の構造化された文章を選択する選択肢を消去させる、請求項１に記載の
媒体。
【請求項９】
　前記プログラムは、前記プロセッサに、ユーザが最初に患者の記録にアクセスしたとき
に前記関連データとして前記患者の識別情報を取得させ、新たに生成される診断レポート
への挿入のため第１の構造化された文章として前記患者識別情報を変換させる、請求項１
に記載の媒体。
【請求項１０】
　前記プログラムは、前記プロセッサに、画像診断工程中に実行される診断シーケンスの
モデルに基づいて前記診断コンテキストを決定させる、請求項１に記載の媒体。
【請求項１１】
　患者に関連する医療画像の供給源と、
　前記医療画像にアクセスする間の、ユーザインタフェースに対するユーザの行動を監視
する行動監視部であって、前記監視が、前記行動に応じてプロセッサにより実行される個
々のタスクの識別を含む、行動監視部と、
　識別された前記タスク及び前記医療画像に少なくとも基づいて現在の診断コンテキスト
を決定するコンテキスト抽出部であって、個々の診断コンテキストは、当該診断コンテキ
ストに関連付けられる特定の１又は複数のパラメータを有する、コンテキスト抽出部と、
　前記決定された診断コンテキストに関連付けられる前記１又は複数のパラメータに従っ
て前記医療画像から及び／又は前記医療画像の関連情報から取得されるデータを、関連デ
ータとして抽出するデータ抽出部と、
　前記関連データを１つ以上のそれぞれの所定の骨格に挿入することにより、前記関連デ
ータを１つ以上の構造化された文章に変換する文章生成部と、
　診断レポートへ含めるためユーザが前記１つ以上の構造化された文章のうちの少なくと
も１つを選択することを可能とするユーザインタフェースと、
　前記ユーザが挿入のため前記少なくとも１つの構造化された文章を選択した場合に、前
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記少なくとも１つの構造化された文章を前記診断レポートに挿入するエクスポート部と、
を有する、診断レポートシステム。
【請求項１２】
　前記抽出部は、前記複数の構造化された文章のそれぞれをメモリに保存し、
　前記ユーザインタフェースは、前記行動が監視された時間とは異なる時間においてユー
ザが前記複数の構造化された文章を取得することを可能とする、
請求項１１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療診断システムの分野に関し、特に、医療画像システムからのデータを、
診断レポートに含ませるための構造化された／テンプレート化された文章に変換すること
により、医療レポートの自動化を容易化する、医療診断システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療診断医の時間のかなりの部分は、医療レポートを生成する必要性によって消費され
る。該レポートは、患者の識別、患者の状況、実施された試験に加え、得られた結果、具
体的な所見、及び決定された予後のような、管理情報を含む必要がある。
【０００３】
　便利にも、診断医は、診断の基礎となる医療画像にアクセスしながら、診断レポートを
タイピング又は口述する。診断医は、特定の組織のような画像における対象領域を識別し
、次いで該対象領域内の病変のような異常を識別し得る。診断医は一般に、該異常のサイ
ズ及び／又は体積や、該異常の位置等のような、重要なパラメータを測定するため、医療
画像システムを用いる。診断医の好みに依存して、診断医は、これらのパラメータをメモ
し、次いでこれらのノートを後に用いて、医療レポートを作成するか、又は診断医は、診
断システムと同時に動作する音声認識システムを持ち得、診断測定を実行する間に「その
場で」診断レポートを口述し得る。
【０００４】
　幾つかの場合においては、診断レポートは診断医の記録に対してのみ作成されるが、放
射線のような幾つかの分野においては、診断医のレポートは、患者の主治医又は執刀医の
ような他の人物に通信されることを意図され、許容される規格に準拠する必要がある。
【０００５】
　ＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and Communications in Medicine）は、研究所、病院、
医師のオフィス等において用いられるコンピュータをネットワーク接続する画像保管通信
システム（Picture Archiving and Communication System、ＰＡＣＳ）への、複数の製造
者からの画像及びネットワークハードウェアの統合を可能とする、医療画像情報を保存、
印刷及び通信するための規格である。ＰＡＣＳは、従来のフィルム、ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥ
Ｔスキャン及びその他の医療画像を含む高画質の放射線画像に対する、ネットワークを介
したリモートのアクセスを可能とする。
【０００６】
　アプリケーションレベル（ＯＳＩモデルにおける「レベル７」）においては、Health L
evel-7即ちＨＬ７が、病院情報システム間の臨床及び管理データの伝達のための国際規格
のセットを含む。ＨＬ７は、概念的な規格（例えばＨＬ７ ＲＩＭ）、文書規格（例えば
ＨＬ７ ＣＤＡ）、アプリケーションの規格（例えばＨＬ７ ＣＣＯＷ）、及びメッセージ
規格（例えばＨＬ７ ｖ２．ｘ及びｖ３．０）を発展させている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　診断記録システムにおいては、上述した管理情報のような幾つかの情報は、医療画像シ
ステムから診断レポートへとコマンドによって伝達され得る。しかしながら、比較、画像
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基準、測定及び継続調査の提案のような他のデータ要素は、ユーザによって入力される（
タイピングされる、口述される等）必要があり、時間を浪費し誤りが生じ易いものとなる
。
【０００８】
　また、記述的なテキストは、自ずと文章であり、人物によって異なり得る。音声認識シ
ステムにおいては、これらの相違は、自然言語処理又はその他のコンピュータ手法がテキ
ストを解析する困難さを増大させ、診断医の時間が、音声認識システムにより挿入された
テキストを調べることに費やされる。非音声認識システムにおいても、所見の記述におけ
る異なる文章の使用が、時々受け手による混乱又は誤った解釈をもたらし得る。
【０００９】
　診断レポートに含ませるための、医療画像システムからの対象情報の伝送を容易化する
システム及び処理を提供することが、有利となり得る。また、診断レポートに含ませるた
め、対象情報を標準形式へ変換することも、有利となり得る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　これらの問題の１つ以上に好適に対処するため、本発明の一実施例においては、医療診
断レポートシステムが、診断の作成中に医療画像に対して実行された診断医の行動を監視
し、これら行動に基づいて画像コンテキスト及び関連データを抽出し、次いで前記画像コ
ンテキストに基づいて前記関連データを構造化された文章に変換する。前記構造化された
文章は、煩わしくない態様で診断医に提示され、診断医が、前記構造化された文章を、進
行中の診断レポートに挿入するか否かを選択することを可能とする。代替としては、前記
構造化された文章は、診断医がレポートに該文章を即座に含めることを予期して、マシン
クリップボードを追加するために用いられる。診断が継続するとき、更なる関連情報が、
診断レポートへの任意の挿入のための、更なる構造化された文章へと変換される。ユーザ
が所与の継続時間内に特定の構造化された文章を挿入することを選択しない場合には、該
構造化された文章は削除され、そうでなければ、該構造化された文章が、保管され、後の
利用のために取得され得る。
【００１１】
　前記システムは、前記関連データを前記構造化された文章に変換するための、所定の語
彙又は意味的オントロジーベースの照合処理を用いても良い。幾つかの実施例においては
、前記診断医は、前記画像コンテキスト及び関連情報を抽出するため、識別画像及び／又
は画像中の対象領域の選択肢を与えられる。
【００１２】
　前記システムは更に、自動データ転送を介して実装されても良い。診断閲覧システムは
、該閲覧システムから構造化された文章テキストを取得することができるＡＰＩ（applic
ation programming interface）を提供する。レポートシステムは、前記診断閲覧システ
ムのものとは異なる販売者によって提供されたものであっても良く、前記診断閲覧システ
ムにより提供されたＡＰＩを起動することにより、前記構造化された文章テキストを自動
的に取得及び挿入することができる。
【００１３】
　本発明は、添付図面を参照しながら、単に例として、更に詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】医療画像から導出された情報の診断レポートへの変換を自動化するためのフロー
図の例を示す。
【図２】構造化された文章骨格の例を示す。
【図３（Ａ）】選択可能な構造化された文章要素の表示の例を示す。
【図３（Ｂ）】図３Ａの要素の選択に基づく診断レポートの例を示す。
【図４】医療画像から導出された情報の診断レポートへの変換を容易化するユーザインタ
フェースの例を示す。
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【図５】医療画像から導出された情報の診断レポートへの変換を容易化する医療診断シス
テムのブロック図の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図を通して、同一の参照番号は、類似する又は対応する特徴又は機能を示す。図面は説
明の目的のために含められるものであり、本発明の範囲を限定することを意図されたもの
ではない。
【００１６】
　以下の説明において、限定ではなく説明の目的のため、特定の構造、インタフェース、
手法等のような特定の詳細が、本発明の概念の完全な理解を提供するため開示される。し
かしながら、本発明は、これら特定の詳細から逸脱した、他の実施例においても実施され
得ることは、当業者には明らかであろう。同様に、本明細書の文章は、図面において示さ
れた実施例に向けられたものであり、請求項に明示的に含まれる限定を超えて、請求され
る本発明を限定することを意図するものではない。単純さ及び明確さのため、良く知られ
た装置、回路及び方法の詳細な説明は、不必要な詳細により本発明の説明を不明瞭にする
ことを避けるために省略される。
【００１７】
　図１は、医療画像から導出された情報の診断レポートへの変換を自動化するためのフロ
ー図の例を示す。
【００１８】
　１１０において、診断医（ユーザ）が医療画像の診断を実行する間、診断医の行動が監
視／記録される。該ユーザは例えば、異常を識別するため、又は異常の不在を確認するた
めに、ＣＴスキャン、ＭＲＩ、Ｘ線等から得られた患者の画像を取得し得る放射線医であ
っても良い。幾つかの場合においては、放射線医は、時間経過とともに撮られた患者の一
連の画像を閲覧して、これら画像を比較し、時間による変化を識別しても良い。
【００１９】
　当業者は、所与の時間にユーザが実行している個々のタスクを識別するために、種々の
手法又は手法の組み合わせのいずれもが利用され得ることを、認識するであろう。
【００２０】
　本発明の一実施例においては、該監視は、診断医が従来の医療診断システム又はツール
を利用している間に実行されても良く、ユーザのキーストローク、マウスのクリック、注
視点、身振り、音声コマンド等が監視されて、背景で処理され、ユーザの動作に基づいて
実行されている各特定のタスク（パン、ズーム、選択、測定、グループ化、ハイライト等
）を識別する。
【００２１】
　他の実施例においては、医療診断システム又はツールは、どの特定のサブルーチンが、
どの順序で呼び出されているかを識別することにより、診断の流れを「追跡」するよう変
更されても良い。追跡の複雑さを低減するため、所与のタスクを実行するため呼び出され
る高いレベルのルーチンが予め定義され、これらルーチンの呼び出しのみが記録される。
【００２２】
　監視された動作、利用されている特定の診断ツール、診断されている特定の臓器、画像
の特定のモダリティ等に基づいて、１２０において診断のコンテキストが決定される。例
えば、該コンテキストは、患者、身体部分、症状等の識別、所見のような注記付け及び／
又は測定要素の識別、異なる時点における臓器の画像の比較、所見を支持する画像の選択
及び識別、等のうちのひとつであっても良い。
【００２３】
　各コンテキスト内において、特定のパラメータがタスクに関連するものとして定義され
ても良い。例えば、患者のファイルを最初に開くコンテキストにおいては、レポートシス
テムは、患者の名前、患者の医療プロファイル、現在の日付、診断医の名前といったデー
タを診断レポートが含むことを予期し得る。特定の画像データがアクセスされると、該シ
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ステムは、身体部分の識別子、画像セット及び画像セットが生成された日付が、診断レポ
ートに含まれることを予期し得る。一実施例においては、該システムは、診断工程の間に
典型的に実行されるシーケンスの１つ以上のモデルに基づいて、コンテキスト及び／又は
関連するデータを予期／予測し得る。異なるタイプの診断、異なるタイプの画像モダリテ
ィ、異なる診断医等に対しては、異なるモデルが提供されても良い。
【００２４】
　病変に対処するコンテキストにおいては、位置及びサイズ（程度、面積及び／又は体積
）が一般に関連パラメータであり、形状（楕円、星型等）、組成（流体、固体等）、特徴
（良性、悪性等）も関連パラメータとなり得る。時間差画像のコンテキストにおいては、
各画像の日付を含む他のパラメータが関連するものとなり得る。関連パラメータは、検査
されている特定の身体部分及びその他の因子にも依存し得る。関連パラメータの値は、１
２０において、診断工程の間に、該パラメータが決定されると医療診断システム又はツー
ルから抽出される。
【００２５】
　１３０において、抽出された関連情報が、構造化された文章に変換され、該文章の形式
は、抽出されたコンテキストに基づくものであっても良い。該構造化された文章は、関連
パラメータが挿入される、各コンテキスト内の所定のステートメント又は「骨格」のセッ
トに基づいて生成されても良い。
【００２６】
　図２は、構造化文章の骨格２１０乃至２６０のセットの例を示し、各骨格はブラケット
（｛｝）によって挟まれている。骨格２１０は、パラメータ＜last name（姓）＞、＜fir
st name（名）＞、＜today's date（今日の日付）＞を含み、患者のレコードが最初にア
クセスされたときにアクセスされて、現在の患者の名前及び現在の日付を記入（fill in
）されても良い。この時点において、骨格２２０がアクセスされて、患者の性別、年齢及
び最初の診断を用いて記入されても良い。
【００２７】
　診断医が、最新の検査画像のような、患者のファイルにおける特定のレコードにアクセ
スすると、骨格２３０は、検査の名称及び検査の日付を記入されても良い。任意に、当該
骨格２３０は、診断医が当該特定の検査にアクセスしているか否かにかかわらず、レポー
トに含められる可能性が高い情報として記入されても良い。
【００２８】
　骨格２４０は、診断医が以前の検査の画像又は結果にアクセスしたことを該システムが
検出したときに、アクセスされて記入されても良い。診断医（又は診断システム）が現在
の又は以前の検査画像における対応する特徴を識別すると、骨格２５０は、該識別された
特徴の現在の及び以前のサイズを提供するようアクセスされ記入されても良い。
【００２９】
　当業者は、図２の骨格は単に説明の目的のために提示されたものであり、種々の形態の
いずれもが利用され得ることを、認識するであろう。例えば、異なる時間において撮られ
た映像を比較する場合には、導入部の構造化された文章は、
「（＜latest date（最新の日付）＞，＜body part（身体部分）＞,＜modality（モダリ
ティ）＞）：（＜prior date（前回の日付）, ＜body part＞,＜modality＞）」
の形式のものであっても良く、ここで最新の検査の日付が＜latest date＞に挿入され、
身体部分（例えば「腹部」、「右肺」等）が＜body part＞に挿入され、モダリティ（例
えば「ＣＴ」、「ＭＲＩ」等）が＜modality＞に挿入される。同様に、適切な挿入が以前
の検査についても行われても良い。記号「：」は、「１つ以上」を示すものと定義されて
も良く、これによれば、所与の形式の繰り返しを用いて、１つよりも多い先行する検査か
らの情報が挿入されることができる。
【００３０】
　病変のような特定の要素タイプの識別においては、構造化された文章は、
「＜type（タイプ）＞,［＜body part＞］,＜location（位置）＞,＜units（単位）＞,＜
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sizel（サイズｌ）＞：＜sizeN（サイズＮ）＞」
の形式のものであっても良い。特定のコンテキストに依存して、＜location＞フィールド
は、解剖学的な位置、一般的な位置（「左上」）等の識別子として、座標の形で提供され
ても良い。同様に、＜units＞は、測定されたサイズが長さ、面積、体積、角度等のどれ
を指しているかを識別するよう機能し得る。本例においては、括弧「［」及び「］」は、
身体部分が既に明らかに識別されているか否かに依存して、＜body part＞フィールドが
任意であることを示す。
【００３１】
　構造化された文章はまた、
「＜body part＞,＜modality＞,＜view direction（観測方向）＞,［＜magnification（
拡大率）＞］」
のように、情報の基となる画像の特定の特徴を識別しても良い。
【００３２】
　同様に、構造化された文章はまた、
「［＜date-time（日時）＞］,＜series#（シリーズ番号）＞,＜image#（画像番号）＞［
：＜imageN#（画像Ｎ番号）＞］,＜modality＞, ＜body part＞
のように、現在の画像への参照を含んでも良い。
【００３３】
　構造化された文章の特定の形式は、対象の受信者又は対象の媒体に依存しても良いこと
は、留意されるべきである。例えば対象の受信者が患者である場合には、以上の構造化さ
れた文章は例えば、
「この診断は、＜prior date＞に撮影されたあなたの＜body part＞の＜modality＞画像
の結果と比較した、＜latest date＞に撮影されたあなたの＜body part＞の＜modality＞
画像の結果に基づくものです」
といった様に、より「患者が読み易い」形式のものであっても良い。
【００３４】
　構造化された文章は、ＤＩＣＯＭ、ＭＬ７等のような、特定の規格に準拠するものであ
っても良い。
【００３５】
　同じ関連情報を用いて、異なる形式の構造化された文章が提供されても良いことは、留
意されるべきである。即ち、以下に更に詳細に説明されるように、簡潔な形式の構造化さ
れた文章が潜在的な選択のため診断医に提示されても良く、実際の診断レポートにはより
長い形式の構造化された文章が挿入されても良い。同様に、複数の診断レポートが同時に
生成されても良く、１つは医療従事者用のもので、１つは患者用のものであっても良い。
【００３６】
　本開示の目的のため、「構造化された文章」とは単に、特定の診断医にかかわらず、ま
た特定の患者にかかわらず、一貫した形式を持つ関連データの組織化である。即ち、２人
の異なる診断医が異なる患者に対して「患者が読むことができる」診断レポートを生成し
た場合でも、関連情報に関するレポートの形式は同じとなる。幾つかの実施例においては
、ユーザは構造化された文章の形式を定義することが可能であり、斯かる実施例において
は、構造化された文章が生成されると、当該新たな構造化された文章の全ての後続するユ
ーザに対して出力は一貫したものとなる。
【００３７】
　１４０において、構造化された文章が、診断レポートに含ませるための診断医の考察の
ために、診断医に提示される。一実施例においては、当該構造化された文章は、診断医の
システムのディスプレイの隅に、又は隣接するディスプレイにおいて表示される窓におい
てのように、目立ち過ぎない態様で提示される。一般的に、診断医は現在のコンテキスト
を知っており、最小限の付加的な情報しか必要ではないため、当該構造化された文章は、
簡潔な形式での関連データを含むこととなる。
【００３８】
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　図３Ａは、図２の骨格の例を用いた、現在のセッションの間の診断医の動作に基づく、
診断医の選択のための構造化された文章の提示の例を示す。
【００３９】
　診断医が最初に患者のレコードにアクセスすると、骨格２１０、２２０、２３０がアク
セスされ、選択可能な要素１、２及び３を提供するため当該患者の情報を記入されても良
い。診断医が診断を実行するため画像情報へのアクセスへと進むと、該システムは骨格２
４０、２５０にアクセスして、図３Ａの選択可能な要素４及び５を提供する。
【００４０】
　１５０において、構造化された文章が診断レポートに挿入されることをユーザが欲して
いるか否かを決定するため、ユーザの入力が監視される。以上に言及されたように、診断
医の好みに依存して、個々の選択された文章を結合し更に説明するテキストを追加するた
めに診断医によって後に編集される「ノートブック」において、選択された文章が配置さ
れても良い。代替としては、診断医は例えば、診断医が発話した語を捕捉し、選択された
文章が挿入されるべきであることを診断医が示すたびに構造化された文章を直接に挿入す
る、音声認識システムを用いて、「その場で」診断レポートを生成することを好み得る。
【００４１】
　システムの一例においては、ユーザは「それを挿入しなさい」といった命令を発声して
も良いし、又は、複数の構造化された文章がユーザに提示されている場合には、ユーザは
「３番を挿入しなさい」若しくは「病変の詳細を挿入しなさい」と発話しても良い。例え
ばキーボード、マウス、タッチパッド、タッチスクリーン等を介したもの、更には身振り
の認識、視線追跡等を含む、挿入されるべき構造化された文章を識別するための、種々の
手法のうちいずれが用いられても良いことは、当業者は認識するであろう。
【００４２】
　図１の１６０において、ユーザが挿入されるべきアイテムを選択すると、１６５におい
て、構造化された文章が診断レポートに配置される。図３Ｂの診断レポートの例３２０は
、要素３（骨格２３０）を除く図３Ａの要素の全てを診断医が選択した結果を示す。
【００４３】
　選択の際、選択された文章は、１９０において、ユーザに提示される選択肢から除外さ
れても良い。以上に述べたように、挿入される構造化された文章の形式は、ユーザの選択
のために表示される構造化された文章の形式と異なっていても良いが、関連する情報は同
じとなる。
【００４４】
　１６０において、ユーザが構造化された文章を挿入することを選択しない場合には、各
文章が選択のために利用可能とされていた時間が決定され、１７０において、文章が利用
可能であったにもかかわらず所与の制限時間を過ぎても選択されていない場合には、１８
０において、該文章が選択可能な要素から除外される。制限時間の代わりに、一度にユー
ザに提示される構造化された文章の数が制限されても良く、最も古い構造化された文章が
、当該制限が到達されるたびに消去される。特定の実施例及び／又は特定のユーザの好み
に依存して、除去された構造化された文章は、後の利用のために保存されても良いし、又
は消去されても良い。
【００４５】
　該システムは、ブロック１１０に戻るループによって示されているように、引き続きユ
ーザの診断行動を監視し、診断レポートへの任意の挿入のための構造化された文章を生成
する。このようにして、ユーザは、関連情報の診断レポートへの転記の必要から解放され
、診断レポートの受信者は、より構造化された形式で関連情報を受け取り、これにより誤
り及び／又は誤解を最小化する。
【００４６】
　図３の選択可能な文章の以上の例は、診断システムとは独立して選択可能な文章を表示
するレポートシステムを示しているが、選択工程は診断システムに一体化されても良いこ
とは、当業者は認識するであろう。
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【００４７】
　図４は、医療診断システムから導出された情報の診断レポートシステムへの転送を容易
化する、ユーザインタフェースの例を示す。本例においては、異なる時点における病変の
寸法が、診断システムによってレポートされ、ユーザは、どの情報アイテム４１０Ａ－Ｃ
、４２０Ａ－Ｂが診断レポートに挿入されるべきかを選択する選択肢を与えられる。直接
的な実施例においては、ユーザは、マウスを使ってレポートの１つ以上を選択し、次いで
「挿入」キー４５０上でクリックしても良い。音声認識システムにおいては、ユーザは「
１番を挿入する」と発話して、そのことにより３つのレポート４１０Ａ－Ｃを挿入しても
良いし、又は、「最新のものを挿入する」と発話して、そのことによりレポート４１０Ａ
及び４２０Ａを挿入しても良い。視線追跡の実施例においては、ユーザはレポートを凝視
し、次いで該レポートを挿入するために２回瞬きをしても良い。
【００４８】
　特定の実施例に依存して、選択され表示された情報は、診断レポートに直接にコピーさ
れても良いし、又は、識別された骨格の形式を準拠するよう処理されても良い。
【００４９】
　特に異なる販売者が異なる構成要素を提供している構成において、斯かる一体化を容易
化するため、該診断システムは、表示されている情報を外部のシステムにエクスポートす
るよう構成されたものであっても良いアプリケーションプログラミングインタフェース（
ＡＰＩ）を含んでも良く、該レポートシステムが、これらＡＰＩを用いて、閲覧システム
から情報を取得しても良い。幾つかの実施例においては、該ＡＰＩは、情報を直接に提供
するように構成されても良いし、又は構造化された形式で情報を提供するように構成され
ても良い。即ち、本発明の処理は、複数の物理的なシステム間に分散されても良い。
【００５０】
　一実施例においては、該ＡＰＩは、例えば診断システムにおけるこれらパラメータの現
在の値を返す「Get（body_part, modality, date）」といった呼び出しを介して、直接に
パラメータを提供するように構成されても良い。診断システムが、構造化された文章を提
供するよう構成された他の実施例においては、斯かる呼び出しは、図２の骨格２５０によ
って生成されるもののような構造化された文章を返す、「Get（Finding（所見））」の形
をとるものであっても良い（図３Ａにおける選択可能な要素５）。
【００５１】
　図５は、医療画像から導出された情報の、診断レポートへの転送を容易化する、診断レ
ポートシステムのブロック図の例を示す。図５の診断レポートシステムは、放射線医が診
断画像閲覧システムを用いる状況において表される。
【００５２】
　本実施例においては、放射線医はユーザインタフェース５１０を介して診断画像閲覧シ
ステムと相互作用し、診断工程の間に決定された構造化された文章が、該診断画像閲覧シ
ステムの一部であっても良いディスプレイ５２０において放射線医に提示される。コント
ローラ５９０は、診断レポートシステムにおける要素間の相互作用を管理するが、説明の
容易さのため、図５におけるコントローラ５９０とその他の要素のそれぞれとの接続は図
示されていない。
【００５３】
　行動監視部５３０は、マウスのクリック／キーのストローク、検査の開始／終了、先行
する検査のスクロール／閲覧、画像のリンク付け、病変の測定／注記付け、関連画像の検
索及び提案等を含む、診断画像閲覧システムにおいて診断医により実行される行動を、常
に監視する。
【００５４】
　コンテキスト及び内容抽出部５４０は、診断画像閲覧システムにより提供されたインタ
ラクション及び出力を評価し、現在の診断コンテキストを決定し、完了したタスクに関連
する関連データを抽出する。抽出部５４０は、コンテキスト決定及びデータ抽出を容易化
するため医療画像５２５に直接にアクセスしても良いし、診断画像閲覧システムの出力に
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アクセスしても良いし、又はその両方であっても良い。
【００５５】
　抽出部５４０は、現在のコンテキストに依存して異なる評価を実行しても良い。例えば
、放射線医が検査をロードしている又は閉じているときには、抽出部５４０は、どの検査
がベースラインとして用いられているかを決定しても良い。以前の検査をスクロール、閲
覧又は拡大する、及び／又は現在の画像と依然の画像とをリンク付けする放射線医の動作
は、以前のどの検査が実際に用いられているかを特定することを容易化し、これによりベ
ースラインを確立する。この場合には、該システムは、検査のそれぞれの日付、時刻、モ
ダリティ、身体部分（検査の追加を含む）を自動的に捕捉する。
【００５６】
　放射線医が病変を測定又は注記付けしているとき、抽出部５４０は、対象となる現在の
所見を検出し、所見が注記付け又は測定されている検査の画像／シリーズ情報、日時、身
体部分及びモダリティを自動的に捕捉しても良い。例えば抽出部５４０は、
－ＸＹ位置及び注記のテキスト、
－ＸＹ位置、所見の長さ／サイズ／体積／角度（利用可能である場合）、
－画像処理アルゴリズム又は解剖学的領域近似アルゴリズム（Ｚインデクスを用いる）の
助力による、解剖学的な位置、身体部分、所見に関連する側性、
－ＤＩＣＯＭメタデモからの画像の閲覧（軸方向／矢状方向／冠状方向）、
－所見の現在のウィンドウ幅／レベル、
－２つ／複数の測定が交差するか（そうである場合には単一の所見に併合する）、及び
－画像／シリーズ情報、日付、時刻、モダリティ、検査の身体部分（画像ＵＩＤ、シリー
ズＵＩＤを含む）及び所見の現在のウィンドウ幅／レベルを含む、キー画像としての現在
の画像
を捕捉しても良い。
【００５７】
　抽出部５４０と診断画像閲覧システムとの間にもたらされるインタラクションのレベル
に依存して、抽出部５４０は、コンテキスト及び内容情報を抽出するため種々の手法を用
いても良い。例えば、診断画像閲覧システムがＨＬ７メッセージを送信するよう構成され
得る場合、抽出部５４０は、ＨＬ７フィードを受信／吸収するよう構成されても良い。診
断画像閲覧システムが情報にアクセスするためのＡＰＩ（Application Program Interfac
e）を提供する場合、抽出部５４０は、コンテキスト及び内容情報のためのＡＰＩにクエ
リを送信するよう構成されても良い。幾つかの実施例においては、抽出部５４０は、放射
線医が関連情報を「クリップボード」にコピーし、次いで該関連情報を「ペースト」コマ
ンドを介して抽出部５４０に転送することを可能とするよう構成されても良い。コピーさ
れた情報が画像閲覧システムからの画像として捕捉される場合、抽出部５４０は、該コピ
ーされた画像から情報を抽出するテキスト認識要素を含んでも良い。
【００５８】
　文章生成部５５０は、現在の動作及びそのコンテキストのテンプレート化された／形式
化された記述を提供することにより、構造化された文章５３５を生成するため、抽出され
た情報を用いる。以上に詳述したように、現在の動作及びそのコンテキストの記述は、ユ
ーザ間での一貫性を維持するため所定のテンプレートを用いても良く、自然言語処理を用
いたレポートの容易な解析を可能とする。オントロジー及びテンプレートデータベース５
３５は、構造化された文章５５５の当該生成を容易化する。
【００５９】
　エクスポート部５６０は、ユーザインタフェース５１０を介して放射線医の選択を受信
し、生成された文章を診断レポートへと選択的にコピー及びペーストする。エクスポート
部５６０はまた、動作及びコンテキストの有効性をチェックし、それに応じてシステムメ
モリを更新する。動作が実行されたが生成された記述は消費されていない場合には、該生
成された記述を無効化し、メモリから消去して、潜在的なデータの同期エラーを防ぐ。
【００６０】
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　エクスポート部５６０は、音声コマンド、マウスクリック、身振り等を含む、種々の方
法で、以上に詳述したように、構造化された文章５３５の転送を実行しても良い。幾つか
の実施例においては、エクスポート部５６０は、殆どのオペレーティングシステムに備え
られた「クリップボード」を用いて選択された構造化された文章を受信／コピーし、従来
のワードプロセッサとインタラクションすることによって該構造化された文章を診断レポ
ートへとペーストする。
【００６１】
　本発明は図面及び以上の記述において説明され記載されたが、斯かる説明及び記載は説
明するもの又は例示的なものとみなされるべきであり、本発明は開示された実施例に限定
されるものではない。
【００６２】
　例えば、本発明は高度にインタラクティブな処理の状況において提示されたが、一実施
例においては、診断医によるいずれの関与もなく、各診断が実行されている間に処理がバ
ックグラウンドで実行されるよう、本発明を動作させることも可能である。出力されるレ
ポートは、診断が完了した後に診断医によって編集され得るテキストファイルであっても
良い。代替としては、該レポートは、診断医の動作、診断システムの自動化された動作、
これら動作の結果、等を含む、診断工程を文書化するテキストファイルであっても良い。
【００６３】
　図面、説明及び添付される請求項を読むことにより、請求される本発明を実施化する当
業者によって、開示された実施例に対する他の変形が理解され実行され得る。請求項にお
いて、「有する（comprising）」なる語は他の要素又はステップを除外するものではなく
、「１つの（a又はan）」なる不定冠詞は複数を除外するものではない。単一のプロセッ
サ又はその他のユニットが、請求項に列記された幾つかのアイテムの機能を実行しても良
い。特定の手段が相互に異なる従属請求項に列挙されているという単なる事実は、これら
手段の組み合わせが有利に利用されることができないことを示すものではない。コンピュ
ータプログラムは、他のハードウェアと共に又は他のハードウェアの一部として供給され
る光記憶媒体又は固体媒体のような適切な媒体上で保存／配布されても良いが、インター
ネット又はその他の有線若しくは無線通信システムを介してのような、他の形態で配布さ
れても良い。請求項におけるいずれの参照記号も、請求の範囲を限定するものとして解釈
されるべきではない。
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